
　　　令和５年１月分の電気料金における燃料費調整単価は下記のとおりです。

　　１．定額制供給の場合

　 （１）定額電灯および公衆街路灯Ａ（１ヶ月につき）

　　 　１０Ｗまでの１灯につき

　１０Ｗをこえ２０Ｗまでの１灯につき

　２０Ｗをこえ４０Ｗまでの１灯につき

　４０Ｗをこえ６０Ｗまでの１灯につき

　６０Ｗをこえ１００Ｗまでの１灯につき

　１００Ｗをこえる１灯につき１００Ｗまでごとに

　５０ＶＡまでの１機器につき

　５０ＶＡをこえ１００ＶＡまでの１機器につき

　１００ＶＡをこえる１機器につき１００ＶＡまでごとに

　 （２）臨時電灯Ａ（１日につき）

　総容量が５０ＶＡまでの場合

　総容量が５０ＶＡをこえ１００ＶＡまでの場合

　総容量が１００ＶＡをこえ５００ＶＡまでの場合１００ＶＡまでごとに

　総容量が５００ＶＡをこえ１ｋＶＡまでの場合

　総容量が１ｋＶＡをこえ３ｋＶＡまでの場合１ｋＶＡまでごとに

　 （３）臨時電力

　契約電力０．５ｋＷの場合１日につき

　契約電力１ｋＷ１日につき

　 （４）深夜電力Ａ（１ヶ月につき）

　１契約につき

　 （５）農事用電力Ｂ（育苗温床用電力）

　契約電力０．５ｋＷの場合１日につき

　契約電力１ｋＷ１日につき

　 （６）農事用電力（脱穀調整用電力）・・・１日につき

　契約電力０．５ｋＷの場合

　契約電力１ｋＷの場合

　契約電力２ｋＷの場合

　契約電力３ｋＷの場合

　契約電力３ｋＷをこえ１ｋＷを増すごとに

　  ２．従量制供給の場合（１ヶ月につき）

　低圧（規制部門）で供給を受ける場合（１ｋＷｈにつき）

　低圧（自由化部門）で供給を受ける場合（１ｋＷｈにつき）

　高圧で供給を受ける場合（１ｋＷｈにつき）

　特別高圧で供給を受ける場合（１ｋＷｈにつき）

　※規制部門は，従量電灯Ｂ，従量電灯Ｃ，低圧電力等の２０１６年３月３１日以前より制定している料金プラン（特定小売供給約款）
　※をいいます。（選択約款を除く）

　※自由化部門は，よりそう＋ｅねっとバリュー，よりそう＋ナイト８等の２０１６年４月１日以降に新たに制定した料金プラン（低圧

　※電気標準約款）および選択約款をいいます。

　※規制部門（特定小売供給約款）で供給を受けるお客さまについては，平均燃料価格が上限価格（４７，１００円／ｋｌ）を超えたた

　※め，上限価格にもとづき燃料費調整単価を算定し，燃料費調整を行います。

　※算定諸元

１．平均燃料価格算定期間　　 令和４年８月～令和４年１０月 

２．算定期間中の平均燃料価格 ・・・・・

３．算定期間中の貿易統計価格

　（１）平均原油価格（１ｋｌあたり） ・・・・・

　（２）平均液化天然ガス価格（１ｔあたり） ・・・・・

　（３）平均石炭価格（１ｔあたり） ・・・・・

東北電力株式会社

燃　料　費　調　整　単　価　表

記

電灯

１３円４９銭

２６円９６銭

５３円９３銭

８０円８９銭

１３４円８３銭

１３４円８３銭

小型機器

４０円２７銭

８０円５４銭

８０円５４銭

１円０８銭

２円１８銭

２円１８銭

２１円７３銭

２１円７３銭

１１円４１銭

２２円８３銭

１,３４２円０８銭

２０円５５銭

４１円１０銭

５円７１銭

１１円４１銭

２２円８３銭

３４円２４銭

１３円４１銭

１１円４１銭

３円４７銭

１２円９３銭

１２円５０銭

９２,１００

円

９６,６３０

１５２,７８６

５３,４８３

円

円

円


